
議

案

第

十

九

号

 

 
 

 

港

区

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

等

に

関

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

四

年

二

月

二

十

二

日

 

 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

 

港

区

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

等

に

関

す

る

条

例

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条 

こ

の

条

例

は

、

墓

地

、

埋

葬

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

四

十

八

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

十

条

の

規

定

に

よ

る

墓

地

、

納

骨

堂

又

は

火

葬

場

（

以

下

「

墓

地

等

」

と

い

う

。

）

の

経

営

の

許

可

等

に

係

る

基

準

そ

の

他

墓

地

等

の

経

営

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

用

語

）

 

第

二

条 

こ

の

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

法

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ

る

。

 

（

墓

地

等

の

経

営

主

体

）

 

第

三

条 

墓

地

等

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

特

別

の

理

由

が

あ

る

場

合

で

あ

っ

て

、

区

長

が

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か



ら

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 
一 

地

方

公

共

団

体

 

 

二 
宗

教

法

人

法

（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

二

十

六

号

）

第

四

条

第

二

項

の

法

人

で

、

同

法

第

五

条

第

一

項

の

主

た

る

事

務

所

又

は

同

法

第

五

十

九

条

第

一

項

の

従

た

る

事

務

所

を

区

内

に

有

す

る

も

の

 

 

三 

墓

地

等

の

経

営

を

行

う

こ

と

を

目

的

と

す

る

公

益

社

団

法

人

又

は

公

益

財

団

法

人

で

、

一

般

社

団

法

人

及

び

一

般

財

団

法

人

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

四

十

八

号

）

第

二

十

二

条

又

は

第

百

六

十

三

条

の

主

た

る

事

務

所

又

は

同

法

第

三

百

十

二

条

第

一

項

の

従

た

る

事

務

所

を

区

内

に

有

す

る

も

の

 

２ 

前

項

第

二

号

及

び

第

三

号

に

規

定

す

る

事

務

所

は

、

区

内

に

設

置

さ

れ

て

か

ら

、

七

年

間

を

経

過

し

て

い

 

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

等

）

 

第

四

条 

墓

地

等

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

を

提

出

し

、

区

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

墓

地

の

区

域

、

墳

墓

を

設

け

る

区

域

若

し

く

は

納

骨

堂

若

し

く

は

火

葬

場

の

施

設

を

変

更

し

、

又

は

墓

地

等

を

廃

止

し

よ

う

と

す

る

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

を

提

出

し

、

区

長

の

許

可

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

区

長

は

、

前

二

項

の

許

可

を

す

る

に

当

た

り

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

必

要

な

条

件

を

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 



（

み

な

し

許

可

に

係

る

届

出

）

 
第

五

条 

法

第

十

一

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

墓

地

又

は

火

葬

場

の

新

設

、

変

更

又

は

廃

止

の

許

可

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

さ

れ

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

墓

地

又

は

火

葬

場

の

経

営

者

は

、

速

や

か

に

そ

の

旨

を

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

墓

地

の

設

置

場

所

）

 

第

六

条 

墓

地

の

設

置

場

所

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

当

該

墓

地

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

が

、

原

則

と

し

て

、

所

有

し

、

か

つ

、

そ

の

所

有

権

以

外

の

権

利

が

存

し

な

い

土

地

で

あ

る

こ

と

（

地

方

公

共

団

体

が

経

営

し

よ

う

と

す

る

場

合

を

除

く

。

）

。

 

 

二 

河

川

、

海

又

は

湖

沼

か

ら

墓

地

ま

で

の

距

離

は

、

お

お

む

ね

二

十

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

 

三 

住

宅

、

学

校

、

保

育

所

、

病

院

、

事

務

所

、

店

舗

等

及

び

こ

れ

ら

の

敷

地

（

以

下

「

住

宅

等

」

と

い

う

か

ら

墓

地

ま

で

の

距

離

は

、

お

お

む

ね

百

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

こ

と

。

 

 

四 

高

燥

で

、

か

つ

、

飲

料

水

を

汚

染

す

る

お

そ

れ

の

な

い

土

地

で

あ

る

こ

と

。

 

２ 

専

ら

焼

骨

の

み

を

埋

蔵

す

る

墓

地

で

あ

っ

て

、

区

長

が

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

支

 

障

が

な

い

と

認

め

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

前

項

第

二

号

及

び

第

三

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

 

（

墓

地

の

構

造

設

備

基

準

）

 

第

七

条 

墓

地

の

構

造

設

備

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

境

界

に

は

、

障

壁

又

は

密

植

し

た

低

木

の

垣

根

を

設

け

る

こ

と

。

 

。

）

 



 

二 

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

、

コ

ン

ク

リ

ー

ト

、

石

等

堅

固

な

材

料

で

築

造

さ

れ

、

そ

の

幅

員

が

一

メ

ー

ト

ル

以

上

で

あ

る

通

路

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

三 
雨

水

又

は

汚

水

が

滞

留

し

な

い

よ

う

に

適

当

な

排

水

路

を

設

け

、

下

水

道

又

は

河

川

等

に

適

切

に

排

水

す

る

こ

と

。

 

 

四 

ご

み

集

積

設

備

、

給

水

設

備

、

便

所

、

管

理

事

務

所

及

び

区

規

則

で

定

め

る

基

準

を

満

た

す

駐

車

場

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

こ

れ

ら

の

施

設

の

全

部

又

は

一

部

に

つ

い

て

、

当

該

墓

地

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

が

、

当

該

墓

地

の

近

隣

の

場

所

に

墓

地

の

利

用

者

が

使

用

で

き

る

施

設

を

所

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

区

長

が

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

施

設

に

関

し

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。
 

 

五 

墓

地

の

区

域

内

に

区

規

則

で

定

め

る

基

準

に

従

い

緑

地

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

区

長

が

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

支

障

が

な

い

と

認

め

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

２ 

墳

墓

を

設

け

る

区

域

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

場

合

の

構

造

設

備

基

準

は

、

前

項

に

規

定

す

る

墓

地

の

構

造

 

設

備

基

準

に

準

ず

る

。

 

（

納

骨

堂

の

設

置

場

所

）

 

第

八

条 

納

骨

堂

の

設

置

場

所

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

当

該

納

骨

堂

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

が

、

原

則

と

し

て

、

所

有

し

、

か

つ

、

そ

の

所

有

権

以

外

の

権

利

が

存

し

な

い

土

地

及

び

建

物

で

あ

る

こ

と

（

地

方

公

共

団

体

が

経

営

し

よ

う

と

す

る

場

合

を

除

く

。

）

。

 



 

二 

寺

院

、

教

会

等

の

礼

拝

の

施

設

又

は

火

葬

場

の

敷

地

内

で

あ

る

こ

と

（

地

方

公

共

団

体

又

は

公

益

社

団

法

人

若

し

く

は

公

益

財

団

法

人

が

経

営

し

よ

う

と

す

る

場

合

を

除

く

。

）

。

 

（

納

骨

堂

の

構

造

設

備

基

準

）

 

第

九

条 
納

骨

堂

の

構

造

設

備

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

壁

、

柱

、

は

り

そ

の

他

の

主

要

な

部

分

は

、

耐

火

構

造

に

す

る

こ

と

。

 

 

二 

床

面

は

、

コ

ン

ク

リ

ー

ト

、

タ

イ

ル

、

石

等

堅

固

な

材

料

で

築

造

す

る

こ

と

。

 

 

三 

納

骨

堂

の

設

備

は

、

不

燃

材

料

を

用

い

る

こ

と

。

た

だ

し

、

納

骨

堂

内

で

火

気

を

使

用

し

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 

四 

必

要

な

換

気

設

備

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

五 

出

入

口

及

び

窓

に

は

、

防

火

戸

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

六 

出

入

口

及

び

納

骨

装

置

は

、

施

錠

が

で

き

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

た

だ

し

、

納

骨

装

置

の

存

す

る

場

所

へ

の

立

入

り

が

納

骨

堂

の

管

理

者

に

限

ら

れ

て

い

る

納

骨

堂

の

納

骨

装

置

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 

七 

機

械

式

の

納

骨

装

置

を

設

け

る

場

合

に

は

、

点

検

等

維

持

管

理

が

容

易

に

で

き

る

構

造

と

す

る

こ

と

。

 

 

八 

区

規

則

で

定

め

る

基

準

を

満

た

す

駐

車

場

を

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

当

該

納

骨

堂

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

が

、

当

該

納

骨

堂

の

近

隣

の

場

所

に

納

骨

堂

の

利

用

者

が

使

用

で

き

る

駐

車

場

を

所

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

区

長

が

、

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 



（

火

葬

場

の

設

置

場

所

）

 
第

十

条 

火

葬

場

の

設

置

場

所

は

、

住

宅

等

か

ら

お

お

む

ね

二

百

五

十

メ

ー

ト

ル

以

上

離

れ

て

い

な

け

れ

ば

な

 

 

ら

な

い

。
 

２ 

火

葬

場

内

に

お

い

て

当

該

火

葬

場

の

施

設

を

増

築

し

、

又

は

改

築

す

る

場

合

そ

の

他

特

別

の

理

由

が

あ

る

 

場

合

で

、

区

長

が

公

衆

衛

生

上

支

障

が

な

い

と

認

め

る

と

き

は

、

前

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

 

（

火

葬

場

の

構

造

設

備

基

準

）

 

第

十

一

条 

火

葬

場

の

構

造

設

備

は

、

次

に

掲

げ

る

基

準

に

適

合

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

境

界

に

は

、

障

壁

又

は

密

植

し

た

低

木

の

垣

根

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

二 

出

入

口

に

は

、

門

扉

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

三 

火

葬

炉

は

、

五

基

以

上

設

け

る

こ

と

。

た

だ

し

、

地

方

公

共

団

体

が

設

け

る

火

葬

場

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

 

 

四 

火

葬

炉

に

は

、

防

じ

ん

及

び

防

臭

の

十

分

な

能

力

を

有

す

る

装

置

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

五 

収

骨

室

及

び

遺

体

保

管

室

を

設

け

る

こ

と

。
 

 

六 

収

骨

容

器

等

を

保

管

す

る

施

設

を

設

け

る

こ

と

。
 

 

七 

残

灰

庫

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

八 

管

理

事

務

所

、

待

合

室

及

び

便

所

を

設

け

る

こ

と

。

 

 

九 

区

規

則

で

定

め

る

基

準

を

満

た

す

駐

車

場

を

設

け

る

こ

と

。
 



（

管

理

者

の

講

ず

べ

き

措

置

）

 
第

十

二

条 

墓

地

等

の

管

理

者

は

、

次

に

定

め

る

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 
墓

石

が

倒

壊

し

、

又

は

そ

の

お

そ

れ

が

あ

る

と

き

は

、

速

や

か

に

安

全

措

置

を

講

ず

る

か

、

又

は

墓

石

の

所

有

者

に

同

様

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

を

求

め

る

こ

と

。

 

 

二 

納

骨

堂

又

は

火

葬

場

の

施

設

の

点

検

を

定

期

的

に

行

い

、

こ

れ

ら

の

施

設

が

老

朽

化

し

、

又

は

破

損

し

た

と

き

は

、

速

や

か

に

修

復

等

を

行

う

こ

と

。

 

 

三 

墓

地

等

を

常

に

清

潔

に

保

つ

こ

と

。

 

 

四 

墓

地

等

に

お

い

て

は

、

何

人

に

対

し

て

も

、

死

者

又

は

そ

の

遺

族

に

対

し

て

礼

を

失

す

る

行

為

を

さ

せ

な

い

こ

と

。

 

（

墓

穴

の

深

さ

）

 

第

十

三

条 

土

葬

（

死

体

（

妊

娠

四

箇

月

以

上

の

死

胎

を

含

む

。

）

を

土

中

に

葬

る

こ

と

を

い

う

。

以

下

同

じ

 

を

行

う

場

合

の

墓

穴

の

深

さ

は

、

二

メ

ー

ト

ル

以

上

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

土

葬

禁

止

地

域

）

 

第

十

四

条 

区

長

は

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

を

維

持

す

る

た

め

に

土

葬

を

禁

止

す

る

地

域

（

以

下

 

土

葬

禁

止

地

域

」

と

い

う

。

）

を

指

定

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２ 

墓

地

の

経

営

者

は

、

土

葬

禁

止

地

域

に

お

い

て

は

、

焼

骨

の

ほ

か

は

埋

蔵

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

、

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

見

地

か

ら

支

障

が

な

い

と

認

め

て

許

可

し

た

場

合

は

、

こ

の

限

。

）

 

「

 



り

で

な

い

。

 
（

無

縁

の

焼

骨

等

の

保

管

等

）

 

第

十

五

条 

墓

地

又

は

納

骨

堂

の

管

理

者

は

、

無

縁

の

焼

骨

等

を

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

保

管

し

、

又

は

埋

葬

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

一 

無

縁

の

焼

骨

を

発

掘

し

、

又

は

収

容

し

た

と

き

は

、

一

体

ご

と

に

陶

器

等

不

朽

性

の

容

器

に

納

め

、

そ

の

容

器

に

は

、

死

亡

者

の

氏

名

、

死

亡

年

月

日

及

び

改

葬

年

月

日

そ

の

他

必

要

な

事

項

を

記

載

し

て

お

く

こ

と

。

 

 

二 

無

縁

の

遺

体

又

は

遺

骨

（

焼

骨

を

除

く

。

）

を

発

掘

し

た

と

き

は

、

無

縁

墳

墓

に

埋

葬

す

る

か

、

又

は

火

葬

に

付

し

た

後

、

前

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

保

管

す

る

こ

と

。

 

（

標

識

の

設

置

等

）

 

第

十

六

条 

第

四

条

第

一

項

又

は

第

二

項

の

許

可

を

受

け

て

墓

地

等

を

経

営

し

よ

う

と

す

る

者

又

は

墓

地

の

区

 

域

若

し

く

は

墳

墓

を

設

け

る

区

域

を

拡

張

し

よ

う

と

す

る

者

（

以

下

「

申

請

予

定

者

」

と

い

う

。

）

は

、

当

 

該

許

可

の

申

請

に

先

立

っ

て

、

墓

地

等

の

建

設

等

の

計

画

に

つ

い

て

、

当

該

墓

地

等

の

建

設

予

定

地

に

隣

接

 

す

る

土

地

（

隣

接

す

る

土

地

と

同

等

の

影

響

を

受

け

る

と

認

め

ら

れ

る

土

地

を

含

む

。

）

又

は

そ

の

土

地

の

 

上

の

建

築

物

の

所

有

者

及

び

使

用

者

（

以

下

「

隣

接

住

民

等

」

と

い

う

。

）

へ

の

周

知

を

図

る

た

め

、

区

規

 

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

建

設

予

定

地

の

見

や

す

い

場

所

に

標

識

を

設

置

し

、

そ

の

旨

を

区

長

に

 

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 



２ 

区

長

は

、

申

請

予

定

者

が

、

前

項

の

標

識

を

設

置

し

な

い

と

き

は

、

当

該

標

識

を

設

置

す

べ

き

こ

と

を

指

導

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

説

明

会

の

開

催

等

）

 

第

十

七

条 
申

請

予

定

者

は

、

当

該

許

可

の

申

請

に

先

立

っ

て

、

説

明

会

を

開

催

す

る

等

の

措

置

を

講

ず

る

こ

と

に

よ

り

、

当

該

墓

地

等

の

建

設

等

の

計

画

に

つ

い

て

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

隣

接

住

民

等

に

説

明

し

、

そ

の

経

過

の

概

要

等

を

区

長

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

区

長

は

、

申

請

予

定

者

が

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

説

明

を

行

わ

な

い

と

き

は

、

当

該

説

明

を

行

う

べ

き

こ

と

を

指

導

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

事

前

協

議

の

指

導

）

 

第

十

八

条 

区

長

は

、

隣

接

住

民

等

か

ら

、

第

十

六

条

の

標

識

を

設

置

し

た

日

以

後

区

規

則

で

定

め

る

期

間

内

に

、

当

該

墓

地

等

の

建

設

等

の

計

画

に

つ

い

て

、

次

に

掲

げ

る

意

見

の

申

出

が

あ

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

正

当

な

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

墓

地

等

に

係

る

申

請

予

定

者

に

対

し

、

隣

接

住

民

等

と

の

協

議

を

行

う

よ

う

指

導

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

一 

公

衆

衛

生

そ

の

他

公

共

の

福

祉

の

観

点

か

ら

考

慮

す

べ

き

意

見

 

 

二 

墓

地

等

の

構

造

設

備

と

周

辺

環

境

と

の

調

和

に

対

す

る

意

見

 

 

三 

墓

地

等

の

建

設

工

事

の

方

法

等

に

つ

い

て

の

意

見

 

２ 

申

請

予

定

者

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

前

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

に

基

づ

き

実

施

し

た

隣



接

住

民

等

と

の

協

議

の

結

果

を

区

長

に

報

告

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
（

公

表

）

 

第

十

九

条 

区

長

は

、

第

十

六

条

第

二

項

又

は

第

十

七

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

を

受

け

た

者

に

あ

っ

て

は

当

該

指

導

に

従

わ

な

か

っ

た

こ

と

に

正

当

な

理

由

が

な

い

と

認

め

る

と

き

、

又

は

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

指

導

を

受

け

た

者

に

あ

っ

て

は

当

該

指

導

に

従

わ

な

か

っ

た

こ

と

が

同

項

の

意

見

の

申

出

の

状

況

及

び

そ

の

内

容

に

照

ら

し

て

著

し

く

不

当

で

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

そ

の

旨

を

公

表

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

工

事

の

完

了

の

届

出

）
 

第

二

十

条 

墓

地

等

の

経

営

者

は

、

当

該

墓

地

等

の

新

設

又

は

変

更

に

係

る

工

事

が

完

了

し

た

と

き

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

速

や

か

に

そ

の

旨

を

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

申

請

事

項

変

更

の

届

出

）

 

第

二

十

一

条 

墓

地

等

の

経

営

者

は

、

墓

地

の

区

域

、

墳

墓

を

設

け

る

区

域

又

は

納

骨

堂

若

し

く

は

火

葬

場

の

施

設

を

変

更

す

る

場

合

を

除

き

、

第

四

条

の

申

請

書

に

記

載

し

た

事

項

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

場

合

は

、

区

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

区

長

に

届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

委

任

）

 

第

二

十

二

条 

こ

の

条

例

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 

 
 

 

付 

則

 



（

施

行

期

日

）

 
１ 
こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

経

過

措

置

）

 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

墓

地

等

の

構

造

設

備

及

び

管

理

の

基

準

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

九

年

東

京

都

条

例

第

百

二

十

五

号

。

以

下

「

都

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

に

よ

り

な

さ

れ

て

い

る

申

請

、

届

出

そ

の

他

の

手

続

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

こ

の

条

例

の

相

当

規

定

に

よ

り

な

さ

れ

た

も

の

と

み

な

す

。

 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

都

条

例

の

規

定

に

よ

り

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

に

係

る

申

請

を

し

て

い

る

者

又

は

現

に

都

条

例

の

規

定

に

よ

り

墓

地

等

の

建

設

等

の

計

画

に

係

る

標

識

設

置

の

届

出

を

し

て

い

る

者 
 

施

行

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

に

係

る

申

請

を

し

た

者

に

限

る

。

）

に

つ

い

て

の

第

三

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

第

二

号

中

「

区

内

に

」

と

あ

る

の

は

「

都

内

に

」

と

、

同

項

第

三

号

中

「

公

益

社

団

法

人

又

は

公

益

財

団

法

人

で

、

一

般

社

団

法

人

及

び

一

般

財

団

法

人

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

四

十

八

号

）

第

二

十

二

条

又

は

第

百

六

十

三

条

の

主

た

る

事

務

所

又

は

同

法

第

三

百

十

二

条

第

一

項

の

従

た

る

事

務

所

を

区

内

に

有

す

る

も

の

」

と

あ

る

の

は

「

公

益

社

団

法

人

又

は

公

益

財

団

法

人

」

と

し

、

同

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

 

４ 

平

成

二

十

五

年

十

一

月

三

十

日

ま

で

の

間

、

第

三

条

第

三

号

に

規

定

す

る

公

益

社

団

法

人

又

は

公

益

財

団

法

人

に

は

、

一

般

社

団

法

人

及

び

一

般

財

団

法

人

に

関

す

る

法

律

及

び

公

益

社

団

法

人

及

び

公

益

財

団

法

人 （

 



の

認

定

等

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

法

律

の

整

備

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

八

年

法

律

第

五

十

号

）

第

四

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

特

例

社

団

法

人

又

は

特

例

財

団

法

人

を

含

む

も

の

と

す

る

。

 

５ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

存

す

る

墓

地

等

又

は

付

則

第

三

項

に

規

定

す

る

者

が

経

営

し

よ

う

と

す

る

墓

地

等

の

設

置

場

所

及

び

構

造

設

備

基

準

に

つ

い

て

は

、

区

域

を

拡

張

し

よ

う

と

す

る

墓

地

、

墳

墓

を

設

け

る

区

域

を

拡

張

し

よ

う

と

す

る

墓

地

又

は

施

設

を

変

更

し

よ

う

と

す

る

納

骨

堂

若

し

く

は

火

葬

場

を

除

き

、

第

六

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

の

規

定

を

適

用

せ

ず

、

施

行

日

の

前

日

に

お

け

る

都

条

例

第

六

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

の

規

定

の

例

に

よ

る

。

 

（

説 

明

）

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

百

五

号

）

の

施

行

に

よ

る

墓

地

、

埋

葬

等

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

四

十

八

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

う

許

可

権

限

の

移

譲

に

よ

り

、

墓

地

等

の

経

営

の

許

可

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


